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Ⅰ　はじめに

1 ．イギリスの対ストラスブール感情と受刑
者の権利・自由

　現在のイギリスの反ヨーロッパ感情は、
EU に対してのみならず、ヨーロッパにおけ
る最低水準の人権保障を目的として起草され
たヨーロッパ人権条約（以下、単に「条約」
とする）に対しても向けられている。
　条約上の人権保障システムは、次の通りで
ある。ヨーロッパ人権裁判所（以下、単に「人
権裁判所」とする）の条約違反判決が確定す
ると、当該締約国は国内法改正や行政慣行の
変更などによって判決に従う義務を負い、閣
僚委員会がその履行を定期的に監視すること
で、間接的に各国の人権保障を担保しようと
している（条約46条）（1）。条約を「生きてい
る文書（living instrument）」として「発展的
解釈（evolutive interpretation）」（2）を行う人権
裁判所は、条約 6 条（公正な裁判を受ける権
利）などの手続的権利を中心に積極的な判決
を下しており、イギリスに対しては、2013年
末までに297件の条約違反判決を出してい
る（3）。
　イギリス国内においても、条約の一部を事
実上国内法化した1998年人権法（the Human 

Rights Act 1998）によって、国内裁判所は、

人権裁判所判決などのストラスブールの諸判
断を考慮する（take into account）ことが義
務づけられている（同法 2 条 1 項）。裁判所
は国会制定法を可能な限り条約適合解釈しな
ければならず（同法 3 条 1 項）、それが不可
能な場合は条約不適合宣言（国会主権原理を
とるイギリスにおいて事実上の違憲判決に相
当する）を出すことができる（同法 4 条 2
項）。前者は考慮義務にとどまり（4）、条約不
適合宣言は法的拘束力を持たないが、2000年
の人権法施行から2014年末までの間に確定し
た20件の条約不適合宣言のうち、拘禁中の受
刑者の選挙権を一律に剥奪する1983年国民代
表法（the Representation of the People Act 1983）
3 条を条約不適合とした Smith 判決（5）を除く
19件で、政治部門は国内裁判所の判決に従っ
ている（6）。
　この様な現状に対して、イギリス国民に
よって直接選出されず、説明責任を負うこと
のない国外の機関が、直接的（人権裁判所の
条約違反判決や閣僚委員会の執行監視）、間
接的（国内裁判所の条約不適合宣言）な形
で、国会制定法やそれに基づく行政慣行の改
変を迫る事に対する反発が高まっている（7）。
2015年 5 月の総選挙では主たる争点にこそな
らなかったものの、人権法の廃止などストラ
スブールとの大幅な関係見直しを公約に掲げ
た保守党が（8）、事前の予想を覆して単独過半
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数の議席を得た。同党が2013年に出したパン
プレットには、様々な背景を持つ各国が最低
限遵守すべき人権保障という条約制定当初の
目的を大きく逸脱して積極的な判決を下すよ
うになった人権裁判所の（従って、国内で保
障されている権利・自由を大陸にも享受させ
るとして起草時に積極的に関与し、発効時か
らの締約国であったイギリスが到底承服しが
たい）具体例として、受刑者の選挙権、重大
犯罪を行った外国人の退去強制、仮釈放の可
能性を生涯認めない絶対的無期刑および受刑
者の人工授精をめぐる判断を列挙した（9）。こ
れらは、社会的に強い非難にさらされやすく
法的にも権利制約が正当化されやすい受刑者
などの権利・自由に対して、より親和的な立
場を示した点で共通する。すなわち、ストラ
スブールへの反感は、ナショナリズム感情の
みならず、彼らの権利・自由の保障に対する
拒絶感からも発していることが伺われ、憲法
学からすると看過すべきではない問題を含ん
でいる。本稿では、このうち、受刑者の人工
授精をめぐる判決に焦点をあてる。

2 ．受刑者と生殖の自由

　憲法学では、特別権力関係論が克服され、
できる限り受刑者の権利・自由を制約すべき
ではないことが、一般論としては論じられて
いる。しかし、「拘禁の確保」、「規律秩序の
維持」および「社会復帰」という、一般に受
刑者の権利・自由の制約となりうるとされる
収容目的（10）から、それぞれ具体的にどの類
型の権利がどの程度制約を許容されうるかを
個別に検討することはさほどなされず、日本
の刑事施設における受刑者に対する権利・自
由の著しい制約に対して説得力ある疑義を呈
することはなかった（11）。ましてや、人権論
一般においても主要なテーマとして論じられ
ることの少なかった性的交渉や生殖の自由に
ついて検討を加えることはなく、結果として
これらの自由の全面的な否認は、拘禁に付随

する制約であるとか自由刑の制裁の一部であ
るとした「常識」を追認してきた。
　しかし、自由刑の本質は身柄の拘束にあ
る。自由刑純化論からすると、受刑者は拘禁
と矛盾しない限りは原則として権利・自由を
保持するため、受刑者の人工授精の拒絶や大
幅な制約は原則として許容し得ない。日本の
実務では、未決拘禁者も含めた刑事施設被収
容者が性的交渉や生殖補助医療を受ける機会
を完全に失うことを自明視してきたが、生殖
行為は人間にとって根源的な行為である（12）。
人工授精は、外部社会であれば一定の条件下
で利用できることからすると、この点につい
て真摯に検討する必要がある。少なくとも、
何らの異議を呈さない学説の姿勢には問題が
ある（13）。
　そこで本稿では、締約国から強い反発を招
きながらも、受刑者の人工授精の利用を大幅
に制約したイギリスの行刑実務に対して条約
8条（私生活・家族生活の尊重を受ける権利）
違反を認定した人権裁判所の Dickson v UK

判決に着目し、検討する。

Ⅱ　Dickson v UK判決

1 ．イギリスの受刑者の人工授精の許可基準

　イギリス（以下、原則としてイングランド
およびウェールズを指す）の刑事施設では、
より親密な身体接触や性的交渉を行うことを
想定した夫婦面会（conjugal visit）（14）を認め
ない一方で、配偶者との間での人工授精を例
外的に許容する基準を定めていた。具体的に
は、男性受刑者・女性受刑者を問わず、人工
授精が唯一の妊娠手段であること（基準 1 ）、
釈放予定期日が近接しすぎても、親としての
責任が果たしえないであろうほどに遠すぎて
もいないこと（基準 2 ）、施設内外の医療機
関が共に人工授精をするのに医学的に適して
いると認めること（基準 3 ）、釈放後も共同
生活を営むであろう程度に確立かつ安定した
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夫婦関係が拘禁前に存在すること（基準 4 ）、
子が片親不在の下で育つ期間の長さを含め、
家庭環境や子の福祉に対する準備が十分であ
ること（基準 5 ）、受刑者の経歴や素性など
にてらして人工授精が公益に反しないこと

（基準 6 ）を考慮した上で、例外的な事情が
あると認める場合に限り、人工授精を許可す
るというものである。この 6 基準は厳密な要
件ではないが、原則として人工授精を許可し
ない厳しい基準である。
　イギリス政府は、この様な政策を定めた根
拠として、第 1 に、受刑者が生殖の機会を失
うのは拘禁に伴う必然的かつ必要な結果であ
る、第 2 に、刑罰の応報や抑止の要素が緩和
されれば行刑制度に対する公衆の信頼が害さ
れうる、第 3 に、長期にわたる片親の不在が
出生しうる子や社会全体に否定的影響を与え
る、という点をあげている。
　ちなみに、本判決より前に、人工授精の利
用の不許可を国内裁判所に提訴した Mellor

事件がある（15）。2001年 4 月の控訴院判決は、
全体として敬譲審査を行い、とりわけイギリ
ス政府が主張した上述の第 2 ・第 3 の理由を
全面的に認め（16）、受刑者の主張を退けた。

2 ．事案の概要

　無期刑受刑者の Kirk Dickson は、1999年
に受刑者であった Lorraine Dickson と文通で
知り合い、妻が出所した2001年に獄中結婚
し、その後も定期的に面会していた。 2 人は
子をもうけることを望んだが、夫の最低拘禁
期間（minimum term、旧称 tariff）（17）は15年
であり、最短でも2009年まで仮釈放の可能性
がないため（18）、2001年10月以降、内務大臣
に対して自費による人工授精の許可を求めて
いた。
　2003年 5 月に内務大臣は、夫の最低拘禁期
間終了時に妻は51歳であり妊娠の可能性は小
さいほか、妻はすでに 3 人の子を養育してい
る。しかし、獄中結婚した夫妻は通常の環境

で日常生活を送った経験がない（基準 4 ）、
父親不在の下で重要な時期を母子への支援体
制が不十分な中で過ごすという子の福祉の観
点（基準 5 ）、夫が暴力犯罪（謀殺罪）で有
罪を宣告されている（基準 6 ）という理由を
挙げて不許可とした。
　これを不服とした Dickson 夫妻は国内裁判
所に司法審査を求めたが、控訴院は2004年 9
月に、Mellor 判決に依拠して全員一致で申
立を退けた（19）。貴族院が上訴を認めなかっ
たため、Dickson 夫妻は、条約 8 条・12条（家
族をもうける権利）（20）違反を理由としてスト
ラスブールに申立てた。
　2006年 4 月の小法廷判決は、 4 対 3 の僅差
ながら条約 8 条・12条違反を否定した（21）。
多数意見は、過半数の締約国が様々な制約を
課しつつも夫婦面会を認めているが、締約国
が夫婦面会を認めるよう条約を解釈する段階
にはいまだ達しておらず、締約国は広範な評
価の余地を有する（para. 31）。本件政策の根
底には、刑罰制度に対する公衆の信頼の維持
と、出生しうる子の利益という目的がある。
前者について、条約上、専ら世論を理由とし
た権利制約を許容する余地こそないものの、
公衆の信頼の維持は行刑政策の発展にとって
正当な役割を果たしている。後者について
も、国家には子を効果的に保護する積極的義
務があり、正当性が認められる（paras. 33－
34）。Hirst（No. 2）事件（22）とは異なり、政
策は人工授精を一律に禁止しておらず、その
申請に対しては、様々な基準に従って個々の
具体的な事情をふまえて慎重に考慮してい
る。これらの基準は合理性がないとはいえ
ず、実際に人工授精が認められた事例もあ
り、画餅の権利保障とは言えない（para.35）。
確かに本件では、妻の年齢からして人工授精
のみが現実的な唯一の妊娠の機会であり、妻
が出生しうる子を養育する十分な用意があ
る。他方で、内務大臣は、夫が暴力犯罪に
よって服役していることや、父親が不在なま
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ま母子に対する貧弱な支援体制のもとで子が
育つことなど個々の事情を慎重に斟酌してい
るとして、条約違反を否定した（paras. 37－
41）。

3 ．大法廷判決

　これに対して、2007年12月の大法廷判決は
判断を覆した（23）。
　多数意見はまず、自由刑の機能として社会
復帰に力点を置く近年の刑事政策の発展に言
及した。すなわち、社会復帰処遇は、従来の
再犯防止のための手段から、より積極的に、
個人の責任の涵養を通じた社会再統合（re-

socialization）として構成されている（24）。こ
の目的は、服役開始時の応報に重きを置いた
処遇から、徐々に釈放準備のための処遇に移
行させる「累進処遇」の発展によって補強さ
れている（para. 28）。このことは、以下の国
際人権諸文書でも言及されている。第 1 に、
国際人権 B 規約10条 3 項と、同規約委員会
の同条項に関する一般的見解。第 2 に、1955
年国連被拘禁者最低処遇規則57条（自由刑の
純化）、58条（社会復帰処遇）、59条（教育的
処遇、個別処遇）。第 3 に、2006年ヨーロッ
パ刑務所規則 2 条（受刑者の人権享有主体
性）、 5 条（行刑の社会化）、 6 条（社会再統
合）、102条（個人の責任の涵養、自由刑の純
化）、106条 1 項（体系的な教育プログラム）、
107条 1 項（累進処遇）などと、犯罪問題に
関するヨーロッパ委員会のこれらの条項に関
する見解。第 4 に、2006年のヨーロッパ刑務
所規則改正の前提となった、閣僚委員会の
2003年の長期刑受刑者の処遇に関する勧告23
号（個別処遇、行刑の社会化、個人の自主性
の尊重、長期刑受刑者＝危険と見なさないこ
と、累進処遇など）と同年の仮釈放に関する
勧告22号である（paras. 29－36）。
　次に、受刑者が人工授精を求める権利が条
約 8 条の射程に入る点について、次のように
述べた。私生活および家族生活の尊重には

「遺伝上の親になる決定を尊重される権利（the 

right to respect for their decision to become 

genetic parents）」を含み、人工授精の利用の
拒絶に対して条約 8 条が適用される（paras. 

65－66）。受刑者は拘禁によっても条約上の権
利を原則として保有し続け、拘禁に伴う必要
かつ必然的な結果であるか、制約と当該受刑
者の事情との間に適切な関連性がある場合に
はじめて権利制約が許容されうる。しかし、
単に世論の憤慨を理由とした制約は認められ
ない（para. 68）。
　その上で、本件に関する判断を行った。本
件では、妻の年齢と夫の最低拘禁期間からす
ると、人工授精の利用が申立人の子をもうけ
る唯一の現実的な方法である。これは、申立
人にとって「極めて重要な（vital importance）」
問題であることは明らかである（para. 72）。
　本件政策に関してイギリス政府が主張し
た、受刑者は拘禁によって必然的に生殖の機
会を失うという理由に関しては、その様な必
然性があるとは言えず、人工授精が保安上の
問題を含んだり国家に著しい財政上の負担を
課すこともない（para. 74）。次に、行刑制度
への公衆の信頼という理由に関しては、信頼
の維持は刑事政策の発展にとって役割を果た
しているが、条約上、単に世論の憤慨可能性
を理由とした受刑者の権利の一律の剥奪を認
める余地はない。応報は自由刑の目的の 1 つ
ではあるが、特に長期刑受刑者の釈放に向け
た社会復帰処遇を重視するようになってきて
いるヨーロッパの刑事政策の進展もまた、重
要である（para. 75）。さらに、出生しうる子
や社会全体への否定的影響という理由に関し
て、当局が子の福祉を考慮することは条約 8
条 2 項上の正当な目的であり、国家には子を
効果的に保護する積極的義務がある。しかし
本件では、とりわけ妻が自由の身であり、夫
の仮釈放まで子を養育することができる状況
にある（para. 76）。
　遺伝上の親になる選択をするような、個人
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の存在やアイデンティティの核心が問題とな
るときは一般に評価の余地は小さくなるが、
締約国間でコンセンサスを見出すことができ
ないときは評価の余地は大きくなり、複雑な
社会戦略上の問題や選択が生じている事例に
とりわけ大きくなる（para. 78）。重要なこと
は、コンセンサスがない事柄は締約国に広範
な評価の余地が認められるが、それは完全な
フリーハンドを意味しない点である（para. 79）。
　過半数の締約国が様々な制約を課しつつも
夫婦面会を認めており、それは人工授精の利
用を不要にしうる。しかし、夫婦面会を容認
する締約国が増えつつあるとはいえ、夫婦面
会のための規定を作るべく締約国に求めるよ
う条約を解釈する段階には至っていない。
従って、締約国は広範な評価の余地を享受し
うる（para. 81）。それでもなお、本件政策は、
競合する個人の利益と公的利益を実際に衡量
することを事実上排除しており、個々の事例
において制約が均衡性を満たすかどうかの判
断を妨げている。とりわけ本件政策は、申立
人に「過度に高度な「例外的」負担（an inordi-

nately high ʻexceptionalityʼ burden）」を強いて
いる。申立人は、政策の基準のあてはめに先
立って、人工授精の利用の拒絶が妊娠の機会
を完全に奪うであろうことと、申立人の状況
が政策の基準における「例外」に相当するこ
とを立証しなければならない。これは非常に
高いハードルであり、競合する個人の利益と
公的利益の衡量や均衡性を満たすかの吟味を
認めていない（para. 82）。この基準は許容さ
れる評価の余地を超えており、条約 8 条に違
反する（12対 5 、para. 85）。
　条約12条については、条約 8 条と異なる論
点はなく、別個に判断する必要はない（全員
一致、para. 86）。

4 ．Dickson v UK 判決確定後の政策変更

　これに対してイギリス政府は、許可条件を
例外的事情に限定しない内容に政策を微修正

すれば、利用の許否に関する大臣の自由な裁
量を維持しても判決履行を達成できると考え
た。そのため、人工授精を例外的な事情があ
る場合にのみ認める要件を廃止し、基準 4 を

「現時点で釈放後も共同生活を営むであろう
程度に確立かつ安定した夫婦関係が存在する
こと」に緩和したほかは、従前の基準を維持
した。これに対して閣僚委員会は、イギリス
政府の Dickson 判決の履行を確認し、条約上
は事件は終結した（25）。
　しかし、イギリス国会の人権に関する両院
合同委員会は、新基準を消極的に適用する
と、さらに条約違反判決が下される可能性が
あることを指摘している（26）。また、1996年
から Dickson 判決までに人工授精の利用を申
立てた28人の受刑者のうち 3 名が許可された
のに対して（27）、新基準の下で2007年以降に
申立てた13人の受刑者のうち2011年に 1 名の
みが許可されている（28）。申立人数が少なく
評し難い面があるものの、基準の変更による
大きな実務上の変化はなく、必ずしも受刑者
の人工授精がより容易になったとは言えない
ように思われる。

Ⅲ　受刑者の人工授精の権利性

1 ．夫婦面会と人工授精

　受刑者の夫婦面会と人工授精には一定の関
連性があり、ストラスブールも、受刑者の生
殖行為の制約を夫婦面会に関する問題として
論じてきた（29）。夫婦面会は生殖の機会とし
ての要素も持ち合わせているが、家族関係の
維持によって社会復帰を促進させる要素がよ
り強い。他方で、人工授精は家族関係を維持
する効果もあるにせよ、端的に生殖を目的と
して行われる。
　また、人工授精は、当事者のみでの親密な
接触を伴わずに行うことができる以上、後述
するように、施設内の規律秩序を維持する観
点から実施を消極化させる必要性は小さい。
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生殖行為は人間にとって根源的かつ高度に私
的な行為であることからすると（30）、公権力
による制約には慎重さが求められる。それ
は、受刑者が当事者となる事例においても、
以下に見るように、原理的には変わるもので
はない。

2 ．自由刑の目的から見た受刑者の権利制約
の限界

　受刑者の権利・自由の制約根拠となりうる
収容目的として一般にあげられる「拘禁の確
保」、「規律秩序の維持」および「社会復帰」
を厳密に吟味すると、受刑者に対する人工授
精の拒絶や原則禁止は少なくとも自明視はで
きない。
　まず、拘禁の確保との関係では、男性受刑
者は、施設内で精子を提供することで足り
る。女性受刑者が望む場合も、行刑法規上の
医療目的による移送や出産・育児を想定した
規定（31）を準用すれば、この点は解決する。
　次に、施設内の規律秩序の維持との関係で
は、男性受刑者は、上述の通り施設内での精
子の提供で足り、夫婦面会と比較しても規律
秩序が具体的に害されるおそれは想定しにく
い（32）。女性受刑者の場合は、医療設備が整っ
ていない多くの施設では移送の問題が生じる
が、夫婦面会のように当事者のみで長時間接
触する必要はなく、規律秩序を維持する面か
ら制約を行うべき必要性は小さい。
　そして、社会復帰処遇は受刑者に対する働
きかけを原則とするため（33）、この目的に
よって権利・自由の制約を正当化しうるのは
社会復帰に向けた処遇の参加に伴う制約に限
られ（34）、原理的に人工授精自体を拒む根拠
にはなり得ない。むしろ、社会との結びつき
を強めることで社会生活をより円滑に送りや
すくなれば、再犯可能性は減少する方向に作
用し、社会復帰はより達成される。人工授精
自体からは社会との結びつきを強める直接の
効果は見込まれにくいにせよ、人工授精を行

う一連のプロセスが相手方との関係を維持す
る方向に作用し（35）、実際に子が出生した場
合には責任感が涵養されうるなど釈放後の社
会適応可能性が増進される点で、社会復帰に
とって積極的な側面が見られる。このような
点から、人工授精の機会の保障は望ましい側
面を有している（36）。この点は、被収容者と
その家族双方の最善の利益にかなうような関
係の維持に特別の配慮を払い、社会復帰を最
大限促進しうる外部社会の人や機関との関係
の確立・維持を奨励し援助することを定めた
イギリス1999年刑務所規則（the Prison Rules 

1999）4 条の趣旨にも合致する（37）。

3 ．出生しうる子の福祉？

　さらに、国家が人工授精の許否を判断する
にあたって出生しうる子の福祉を考慮するこ
とは、根源的な問題がある。子の福祉を理由
として人工授精の利用を認めない場合、胎児
にすらなっていない存在しない子の利益を根
拠として、受刑者と相手方の条約 8 条の射程
に入る自由が制約されることになる（38）。し
かし、「誰がいつ子を持ちうるかを決めるの
は国家ではない」（39）。仮に許否の判断要素の
1 つとして子の福祉に着目するとしても、受
刑者に対して外部社会で人工授精を行う条件
よりも厳しい水準を課すのではなく、シング
ルペアレントに対する公的な社会保障の充実
や、子を持つ受刑者に対する外部交通の抜本
的な拡充こそが求められよう（40）。
　受刑者を親とすることが子の福祉に反して
いる旨を、「常識」的感覚をこえて差別的意
図を排しつつ説得的に論じることは、実は容
易ではない（41）。すでに出生した子がより望
ましく成長するために用いられるはずの「子
の福祉」概念を、出生していない子の出生可
能性の是非に拡張し、かつ外部社会で行われ
る人工授精にはない条件を受刑者に対しての
み課すことは、多分に優生学的な選別の要素
を包含しかねない（42）。
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4 ．本政策について

　以上の点からすると、政府が受刑者の人工
授精を原則として禁止すべきとする政策の根
拠づけには問題がある。第 1 に、受刑者は拘
禁によって必然的に生殖の機会を失うという
理由は、人工授精を行う自由が条約 8 条の射
程に入る以上、受刑者が原則として人工授精
を利用する自由があることを議論の出発点と
すべきである。第 2 に、公衆の信頼という理
由に関しても、新たに権利性を承認するか否
かを判断する場面ではなく、とりわけマイノ
リティ集団に対する一般に権利性を認められ
た自由の制約の根拠として世論をあげること
は、基本的人権の概念や憲法・国際人権条約
の存在意義を減退させかねない。第 3 に、出
生しうる子や社会全体への否定的影響という
理由は、シングルペアレントに対する消極的
評価もさることながら、仮に「社会全体への
否定的影響」が社会保障上のコストをも包含
するのであれば、貧困者に対する差別的意図
を根拠としてあげていることになる。
　本件政策の基準にも問題がある。基準 2 、
4 および 5 は、子は両親の下で養育されなけ
れば健全に育ちえないという認識を前提とし
ている。基準 3 は、施設内の医療機関が当局
から実質的に独立していることが前提とな
る。基準 4 は、拘禁後に成立するか親密な関
係が構築された夫婦関係を排除しているほ
か、形式的な婚姻関係をこえた関係を要求し
ており、私的領域に対して過度に介入してい
る（43）。基準 5 は、家庭環境や子の福祉の不
十分さが認められる場合は、上述の通り、公
的な社会保障の充実によって解消すべき問題
である。基準 6 は、受刑者の「経歴や素性」
が将来児童虐待などを行う蓋然性が認められ
る 場 合 に 限 定 さ れ る と は 限 ら ず、 現 に
Dickson に対してなされたように、不明瞭か
つ広範な規制が可能となる文言である。これ
らの問題点は、新基準によってもほとんど解

消されていない。

5 ．Dickson v UK 判決の意義

　これらのことからすると、Dickson 判決は、
次の点から評価することができる。
　第 1 は、条約 8 条上の私生活の尊重を受け
る権利に「親になり、あるいは親にならない
決定を尊重される権利（the right to respect 

for both the decisions to become and not to 

become a parent）」を読み込んだ2007年 4 月
の Evans v UK 判決（44）を受け、私生活の尊重
を受ける権利に「遺伝上の親になる決定を尊
重される権利」（45）を認め、受刑者の条約上の
権利・自由の享有主体性を原則として承認す
る判例法理を組み合わせ、受刑者が人工授精
の利用を求める権利が条約 8 条の射程に入る
ことを認めた点である（46）。これにより、受
刑者の人工授精の利用を、条約 8 条上の家族
生活の尊重を受ける権利のほかに、生殖する
自由の観点から論じる可能性ができたこと
で（47）、少なくとも当事者のみによる接触を
前提としない人工授精に関しては、条約上よ
り容認すべき根拠ができたと言える。
　第 2 は、受刑者も原則として人権享有主体
であるとする判例法理一般論をふまえつつ、
実質的な司法審査をした点である。本件政策
が、人工授精を許可する可能性を全面的には
禁止せず、過去に人工授精を認めた前例が一
定の割合でみられたにもかかわらず、条約違
反とする判断がなされた事に意義が見出され
る。Dickson 判決は、評価の余地に関する一
般論から、受刑者の人工授精や夫婦面会に関
して広範な評価の余地を認めた。しかし、生
殖の機会は拘禁によって必然的に喪失し、人
工授精の利用が施設内の規律秩序を害するこ
とと、世論感情を専らの理由とした受刑者の
権利制約を否定し、妻が子を養育をする用意
があるという本件の具体的な事実に着目し
た。そして、政策全体から、比較衡量を事実
上排除していると判断した（48）。本件と同様
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に評価の余地が広範に認められる領域である
量刑（仮釈放の可能性を認めない絶対的無期
刑）の条約 3 条違反が争われ、本判決とほぼ
同 時 期 の2008年 2 月 に 出 さ れ た Kafkaris v 

Cyprus 判決（49）と比較すると、より実質的に
司法審査をしたことが際立っている。
　第 3 は、本件制約の条約違反の有無を審査
するにあたって、国際人権諸文書を示し、個
人の自主性を尊重した処遇に力点を置くべき
とする近年のヨーロッパの刑事政策の動向を
ふまえて、社会復帰処遇の重要性をあげた点
である。受刑者処遇に関する重要な理念を理
念として論じとどめるのではなく、具体的な
権利・自由の制約が争われる場面でその是非
を考察する上での 1 つの指針として言及した
点は、行刑の社会化や自由刑純化論などの受
刑者処遇理念に合致した受刑者の権利保障の
在り方を考える上で非常に重要な意義が見出
される。

Ⅳ　おわりに

　日本の行刑法規は、受刑者が夫婦面会や人
工授精を利用する可能性を想定していない（50）。
しかし、受刑者の権利・自由の制約となりう
る収容目的である「拘禁の確保」、「規律秩序
の維持」および「社会復帰」からは、必ずし
も夫婦面会や人工授精の全面的な否定が導か
れるとは限らず、逆にそれらは、円滑な社会
復帰の実現にとって望ましい効果をもたらし
うる。とりわけ、当事者のみでの親密な接触
を伴わない人工授精は、設備提供の便宜や保
安面の点からも、導入がより容易であるもの
と思われる。少なくとも、社会復帰処遇上の
観点から、仮釈放が法的に可能となる刑期の
3 分の 1 の経過など、仮釈放を中長期的に見
据えた一定の時点で、受刑者が生殖行為を行
う可能性を議論の俎上にのせる意義はあるも
のと思われる。
　仮に施設内で人工授精の利用を認めること
が難しいか時期尚早であるとしても、外出・

外泊（刑事収容施設法106条）の条件（51）を大
幅に緩和した上で、外出・外泊を認める事由
の 1 つである「その他の一身上の重要な用
務」（同法106条）（52）を柔軟に解釈し、生殖を
目的とした外出・外泊を認めることが望まれ
る。
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